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今号の紙面から

◇市民協働のまち
◇環境先進都市
◇子育て・保健福祉のまち
◇商業・文化芸術都市

市の将来都市像

３面
道路景観マップ「町田の
景観」を配布します

６面
町田市民文学館開館５周
年記念　蕗谷虹児展
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５面
総合健康づくりフェアー
２０１１

　
　

月
～
２
０
１
２
年
３
月
の
子

１０
ど
も
手
当
は
、
特
別
措
置
法
が
成

立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
支
給
要
件

や
金
額
な
ど
が
変
わ
る
た
め
、
改

め
て
認
定
請
求
（
申
請
）
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

　

９
月
分
ま
で
の
手
当
を
町
田
市

か
ら
受
給
し
て
い
る
方
に
は
、　
１０

月　

日
か
ら
順
次
認
定
請
求
書
を

２５
お
送
り
し
ま
す
。

　

な
お
、
９
月
中
の
転
入
や
出
生

な
ど
の
た
め
、
９
月
に
請
求
書
を

提
出
し
た
方
は
、
手
続
き
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

主
な
変
更
点
は
次
の
と
お
り
で

す
。

①
支
給
金
額
が
左
上
表
の
と
お
り

変
わ
り
ま
す
。

②
お
子
さ
ん
が
海
外
に
居
住
し
て

い
る
場
合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん

（
留
学
の
場
合
は
受
給
で
き
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
）。

③
お
子
さ
ん
が
施
設
に
入
所
し
て

い
る
場
合
は
、
保
護
者
で
な
く
施

設
へ
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

④
未
成
年
後
見
人
の
方
や
、
父
母

と
も
海
外
居
住
で
お
子
さ
ん
の
み

国
内
居
住
の
場
合
の
父
母
が
指
定

し
た
方
は
受
給
が
可
能
で
す
。

⑤
離
婚
協
議
中
で
父
母
が
別
居
し

て
い
る
場
合
、
お
子
さ
ん
と
同
居

し
て
い
る
方
の
受
給
が
可
能
で

す
。

○
対
象
者　

町
田
市
に
住
民
登
録

ま
た
は
外
国
人
登
録
が
あ
る
方

で
、
中
学
校
修
了
ま
で
の
お
子
さ

ん
（
１
９
９
６
年
４
月
２
日
以
降

生
ま
れ
）
を
養
育
し
て
い
る
保
護

者
（
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

※
保
護
者
と
は
、
父
母
の
う
ち
生

計
を
維
持
す
る
程
度
の
高
い
方

（
所
得
の
高
い
方
）
で
す
。

※
外
国
人
登
録
が
あ
る
方
で
在
留

資
格
が
「
短
期
滞
在
」「
興
行
」

の
方
は
対
象
外
で
す
。

※
単
身
赴
任
な
ど
で
保
護
者
が
お

子
さ
ん
と
別
居
し
て
い
て
も
監
護

（
養
育
）
し
て
い
る
場
合
は
対
象

と
な
り
ま
す
。
保
護
者
の
住
民
登

録
地
で
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。

※
保
護
者
が
公
務
員
の
場
合
は
勤

務
先
で
の
手
続
き
に
な
り
ま
す
。

○
申
請
期
限　

２
０
１
２
年
３
月

　

日
、
郵
送
の
場
合
は
３
月　

日

３０

３１

（
消
印
有
効
）

※
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と　

月
１０

分
か
ら
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

○
手
当
の
支
給
月　
　

月
～
２
０

１０

１
２
年
１
月
分
＝
２
０
１
２
年
２

月　

日
、
２
０
１
２
年
２
・
３
月

１０
分
＝
２
０
１
２
年
６
月　

日
１２

※
６
～
９
月
分
は　

月　

日
に
支

１０

１２

給
し
ま
す
（
振
込
通
知
は
お
送
り

し
ま
せ
ん
）。

【
ご
注
意
下
さ
い
】

　
　

月
以
降
の
出
生
や
転
入
な
ど

１０
の
た
め
申
請
す
る
方
は
、
さ
か
の

ぼ
っ
て
の
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

請
求
日
（
郵
送
の
場
合
は
届
い
た

日
）
の
翌
月
分
か
ら
支
給
（
増
額
）

さ
れ
ま
す
の
で
速
や
か
に
請
求
し

て
下
さ
い
。

　

月
末
に
出
生
・
転
入
の
場
合

は
、
出
生
日
や
前
住
所
地
で
の
転

出
予
定
日
か
ら　

日
以
内
に
請
求

１５

し
て
下
さ
い
。

※
２
０
１
２
年
４
月
以
降
の
制
度

は
未
確
定
で
す
。
決
ま
り
次
第
本

紙
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
子
ど
も
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
３
９
返
７
２
４
・
１
１
８
９

　

相
続
や
贈
与
等
に
よ
り
取
得
し

た
生
命
保
険
契
約
な
ど
の
年
金
に

関
す
る
所
得
税
の
取
り
扱
い
が
変

更
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
納
付
済
み
市
・

都
民
税
の
う
ち
、
相
続
税
と
の
二

重
課
税
に
よ
り
納
め
過
ぎ
と
な
っ

た
税
額
相
当
分
に
つ
い
て
、
通
常

の
過
去
５
年
分
の
還
付
に
加
え
、

５
年
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
も

給
付
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

○
対
象　

２
０
０
０
年
１
月
１
日

か
ら
２
０
０
５
年　

月　

日
ま
で

１２

３１

に
相
続
や
贈
与
等
に
よ
り
年
金
型

生
命
保
険
金
給
付
が
あ
り
、
税
務

署
で
特
別
還
付
金
支
給
決
定
を
受

け
た
方

○
受
付
期
間　

２
０
１
２
年
６
月

　

日
ま
で

３０○
申
請　

事
前
に
電
話
で
確
認
の

う
え
、
必
要
書
類
を
持
参
し
、
市

民
税
課
へ
お
い
で
下
さ
い
。
税
務

署
へ
の
特
別
還
付
金
請
求
と
は
別

に
市
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

〈
必
要
書
類
〉
①
生
命
保
険
会
社

か
ら
提
供
さ
れ
た
所
得
の
変
動
が

確
認
で
き
る
書
類
②
税
務
署
長
に

よ
る
特
別
還
付
金
支
給
決
定
通
知

書
及
び
計
算
明
細
書
の
写
し
③
申

請
対
象
の
各
年
度
の
納
税
通
知
書

④
振
込
先
が
わ
か
る
も
の　

等

国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険
料

も
対
象
で
す

　

国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険

料
に
つ
い
て
も
特
別
還
付
金
の
対

象
で
す
。
別
途
手
続
き
が
必
要
で

す
。
詳
細
は
各
担
当
へ
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。

問
市
・
都
民
税
に
つ
い
て
＝
市
民

税
課
辺辺
７
２
４
・
２
１
１
７
返
７

２
４
・
１
１
７
７
、
国
民
健
康
保

険
税
に
つ
い
て
＝
保
険
年
金
課
辺辺

７
２
４
・
２
１
２
５
返
７
２
４
・

１
１
８
２
、
介
護
保
険
料
に
つ
い

て
＝
介
護
保
険
課
辺辺
７
２
１
・
３

１
１
０
返
７
２
１
・
０
９
１
３

　

地
震
時
の
家
具
類
転
倒
等
に
よ

る
人
的
被
害
を
減
ら
す
た
め
、
家

具
類
を
固
定
す
る
器
具
等
を
無
償

で
支
給
し
ま
す
。

　

ま
た
、　

歳
以
上
の
方
の
み
の

６５

世
帯
や
障
が
い
の
あ
る
方
が
い
る

世
帯
に
つ
い
て
は
、
支
給
す
る
器

具
の
取
り
付
け
も
行
い
ま
す
。

　

器
具
の
種
類
等
の
詳
細
は
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
（　

月　

日
か
ら
各
市

１０

１４

民
セ
ン
タ
ー
、
防
災
安
全
課
で
配

布
す
る
ほ
か
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま

す
）
を
ご
覧
下
さ
い
。

○
対
象　

市
内
に
居
住
し
、
住
民

登
録
ま
た
は
外
国
人
登
録
の
あ
る

世
帯
の
世
帯
主
（
既
に
こ
の
事
業

に
よ
る
器
具
等
の
支
給
ま
た
は
支

給
決
定
の
通
知
を
受
け
て
い
る
方

を
除
く
）

○
募
集
件
数　

約
２
５
０
０
件

（
抽
選
）

○
申
し
込
み　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

添
付
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、　

月　

日
～　

日
（
必
着
）

１０

１４

２８

に
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
防
災
安

全
課
（
〒　

−
８
５
２
０
、
中
町

１９４

１
−　

−　

）
へ
。

２０

２３

※
こ
の
事
業
は
２
０
０
９
年
度
か

ら
３
年
間
実
施
し
て
い
る
も
の

で
、
今
年
度
で
終
了
し
ま
す
。

問
防
災
安
全
課
辺辺
７
２
４
・
３
２

１
８
返
７
２
５
・
３
２
８
０

　

相
原
町
の
市
立
大
戸
小
学
校
と

市
立
武
蔵
岡
中
学
校
が
、
来
年
４

月
、
合
同
校
舎
型
小
中
一
貫
校

「
町
田
市
立
小
中
一
貫
ゆ
く
の
き

学
園
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま

す
。
少
人
数
な
ら
で
は
の
特
長
を

生
か
し
、
学
校
と
地
域
が
一
体
感

を
持
っ
て
教
育
活
動
に
取
り
組
む

「
地
域
協
働
の
学
校
」
づ
く
り
を

目
指
し
ま
す
。

　

校
名
の
〝
ゆ
く
の
き
〟
は
、
こ

の
地
域
に
自
生
す
る
樹
木
の
「
ゆ

く
の
木
」
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　

同
校
は
、
小
規
模
特
認
校
制
度

を
創
設
し
、
既
存
の
学
区
域
で
は

な
く
、
特
例
的
に
相
原
町
全
域
か

ら
ど
の
学
年
か
ら
で
も
就
学
希
望

者
の
受
け
入
れ
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
相
原
町
以
外
の
新
小
学

一
年
生
、
新
中
学
一
年
生
に
つ
い

て
は
、
学
校
選
択
制
度
に
よ
り
、

市
内
全
域
か
ら
就
学
の
希
望
が
で

き
ま
す
。

問
教
育
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２
１

７
２
返
７
２
４
・
１
１
９
７
、
学

務
課
（
就
学
に
関
す
る
こ
と
）
辺辺

７
２
４
・
２
１
７
６
返
７
２
４
・

１
１
５
９

子
ど
も
手
当
の
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

子
ど
も
手
当
の
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

改
め
て
申
請
が
必
要
で
す

小中一貫

ゆ
く
の
き
学
園

ゆ
く
の
き
学
園
がが
来
年
４
月
に

開
校
し
ま
す

来
年
４
月
に

開
校
し
ま
す

例１）お子さんが５歳と１歳の２人の場合は
　　　月額２５,０００円が支給されます

1993年4月2日以降生まれのお子さん1993年4月2日以降生まれのお子さん保護者A

1996年4月2日以降生まれのお子さん1996年4月2日以降生まれのお子さん
5歳 1歳

第1子
10,000円

第2子
15,000円

1993年4月2日以降生まれのお子さん1993年4月2日以降生まれのお子さん保護者B

1996年4月2日以降生まれのお子さん1996年4月2日以降生まれのお子さん

例２）お子さんが１９歳、１６歳、１３歳、１０歳、２歳の５人の場合は
　　　月額４０,０００円が支給されます

第1子とは
数えません

第1子
手当なし

第2子
10,000円

第3子
15,000円

第4子
15,000円

19歳 16歳
13歳 10歳 ２歳

追
加
募
集
を
行
い
ま
す

追
加
募
集
を
行
い
ま
す

家
具
転
倒
防
止
器
具
等

年
金
型
生
命
保
険
金
の

　
　

給
付
を
受
け
た
方
へ

年
金
型
生
命
保
険
金
の

　
　

給
付
を
受
け
た
方
へ

「
特
別
還
付
金
」
給
付
を
実
施
し
ま
す

支給金額一覧表
子ども１人
あたりの月額年　齢

１５,０００円３歳未満（３歳の誕生月まで）
１０,０００円３歳～小学校修了前（第１・２子）
１５,０００円３歳～小学校修了前（第３子以降）
１０,０００円中学生

※第何子かを数えるときは、１８歳の年度末までのお子
さん（１９９３年４月２日以降生まれ）の中で数えます。
※９月分までは、子ども１人あたり月額１３,０００円です。

〝
ゆ
く
の
木
〟は
ど
ん
な
木
？

　

マ
メ
科
の
落
葉
樹
木
で
す
。

数
年
に
１
回
雪
の
よ
う
な
白
い

花
が
咲
く
こ
と
か
ら
、「
雪
の

木
」
が
語
源
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。


